
NO. 件名 内容

34 件

1 議案第 2 号 令和６年度豊見城市一般会計予算
令和６年度の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ
れ301億4,000万円と定める等の議案です。

2 議案第 3 号
令和６年度豊見城市国民健康保険特別会計予
算

令和６年度の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ
れ72億3,645万３千円と定める等の議案です。

3 議案第 4 号
令和６年度豊見城市後期高齢者医療特別会計
予算

令和６年度の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ
れ７億443万５千円と定める等の議案です。

4 議案第 5 号
令和６年度豊見城市公営墓地事業特別会計予
算

令和６年度の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ
れ961万9千円と定める等の議案です。

5 議案第 6 号 令和６年度豊見城市育英会特別会計予算
令和６年度の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ
れ723万６千円と定める等の議案です。

6 議案第 7 号 令和６年度豊見城市水道事業会計予算
令和６年度の水道事業収益17億8,119万２千円、水道事
業費用16億6,363万１千円と定める等の議案です。

7 議案第 8 号 令和６年度豊見城市下水道事業会計予算
令和６年度の下水道事業収益10億5,972万５千円、下水
道事業費用10億4,652万８千円と定める等の議案です。

8 議案第 9 号
令和５年度豊見城市一般会計補正予算（第９
号）

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億2,145万
１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ359億2,625万５千円とする等の議案です。

9 議案第 10 号
令和５年度豊見城市国民健康保険特別会計補
正予算（第４号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,036万９千円
を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74
億1,872万７千円とする等の議案です。

10 議案第 11 号
令和５年度豊見城市後期高齢者医療特別会計
補正予算（第２号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ740万８千円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億
550万８千円とする等の議案です。

11 議案第 12 号
令和５年度豊見城市公営墓地事業特別会計補
正予算（第１号）

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,531万５千
円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
47万５千円とする等の議案です。

12 議案第 13 号
令和５年度豊見城市育英会特別会計補正予算
（第１号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ686万５千円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,508
万５千円とする等の議案です。

13 議案第 14 号
令和５年度豊見城市水道事業会計補正予算
（第４号）

水道事業費用に85万６千円を追加し、16億3,501万９千
円とする等の議案です。

14 議案第 15 号
令和５年度豊見城市下水道事業会計補正予算
（第３号）

下水道事業費用に16万８千円を追加し、９億8,664万５
千円とする等の議案です。

15 議案第 16 号
非常勤特別職員の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部改正について

非常勤特別職員である法律顧問について、業務の効率
性等の観点から法律事務所との契約に切り替えるた
め、所要の改正を行う議案です。

16 議案第 17 号

豊見城市行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用に関する条例の一部改正に
ついて

行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の改正に伴う改正及び個人番号を
独自に利用する事務の追加及び庁内連携に係る事務の
整理等を行うため、所要の改正を行う議案です。

17 議案第 18 号
那覇広域都市計画事業宜保土地区画整理事業
施行条例の廃止について

那覇広域都市計画事業宜保土地区画整理事業が令和６
年３月31日をもって終了することに伴い、条例を廃止
する議案です。

18 議案第 19 号
豊見城市附属機関の設置に関する条例の一部
改正について

森ㇴ風Spo-Parkの計画の策定等に向けた調査審議を行
うため、附属機関を設置する必要があることから、所
要の改正を行う議案です。
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19 議案第 20 号
豊見城市附属機関の設置に関する条例の一部
改正について

職員のハラスメント事案の調査審議のため、附属機関
を設置する必要があることから、所要の改正を行う議
案です。

20 議案第 21 号
豊見城市職員の降給に関する条例の制定につ
いて

令和６年度から地方公務員法第28条の２の規定による
管理監督職勤務上限年齢による降任等が生じるため、
その手続等について定める必要があることから、条例
を定める議案です。

21 議案第 22 号
豊見城市一般職員の給与に関する条例の一部
改正について

令和６年度の組織体制の見直しに伴い、所要の改正を
行う議案です。

22 議案第 23 号
豊見城市会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例の一部改正について

地方自治法の改正により会計年度任用職員へ勤勉手当
の支給が可能となったため所要の改正を行うととも
に、人事院等の給与改定状況等を考慮して給料表を改
正する必要があることから、所要の改正を行う議案で
す。

23 議案第 24 号 豊見城市手数料条例の一部改正について
戸籍法の一部改正に伴う地方公共団体の手数料の標準
に関する政令の一部改正に準じて、所要の改正を行う
議案です。

24 議案第 25 号
豊見城市特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例の
一部改正について

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特
定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改
正に伴い、これと同様の基準を定めている当該条例に
ついて、所要の改正を行う議案です。

25 議案第 26 号
豊見城市地区計画の区域内における建築物の
制限に関する条例の制定について

饒波地区地区計画の決定に伴い、地区計画区域内にお
ける建築物の制限等について定めるとともに、併せ
て、建築物の制限に関する条例の一本化を行うため、
条例を定める議案です。

26 議案第 27 号
豊見城市道路占用料徴収条例の一部改正につ
いて

道路法施行令が改正されたことに伴い、道路占用料の
額について、所要の改正を行う議案です。

27 議案第 28 号 豊見城市消防手数料条例の一部改正について
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正
に伴い、所要の改正を行う議案です。

28 議案第 29 号
豊見城市附属機関の設置に関する条例の一部
改正について

豊見城市立学校給食センターの施設整備に必要となる
基本的な事項について調査審議するため、附属機関を
設置する必要があることから、所要の改正を行う議案
です。

29 議案第 30 号 訴訟上の和解について
本市を被告として提訴された事件について、和解する
ため、地方自治法第96条第１項第12号の規定により、
議会の議決を求める議案です。

30 議案第 31 号 工事請負契約の締結について

豊崎中学校グラウンド整備工事の工事請負契約を締結
することについて、議会の議決に付すべき契約及び財
産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、
議会の議決を求める議案です。

31 議案第 32 号
豊見城市と南城市との証明書の交付等に係る
事務委託の廃止に関する協議について

マイナンバーカード利用によるコンビニ交付サービス
の普及及び戸籍の全国広域交付の開始に伴い、証明書
の交付等に係る事務の相互委託を廃止するため、地方
自治法第252条の14第３項において準用する同法第252
条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める
議案です。

32 議案第 33 号
豊見城市と八重瀬町との証明書の交付等に係
る事務委託の廃止に関する協議について

同上

33 議案第 34 号
豊見城市と与那原町との証明書の交付等に係
る事務委託の廃止に関する協議について

同上

34 議案第 35 号
沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の変
更について

沖縄県消防通信指令施設運営協議会を設ける普通地方
公共団体に浦添市が加入すること、及び沖縄県消防指
令センター全体更新整備事業を推進するにあたり、同
協議会規約を変更することについて協議する必要があ
るため、地方自治法第252条の６の規定により、議会の
議決を求める議案です。
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1 同意案第 1 号 教育委員会委員の任命について
教育委員会委員の任期満了に伴い委員を任命するた
め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条
第２項の規定により、議会の同意を求めるものです。

2 同意案第 2 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について
固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い委員を
選任するため、地方税法第423条第３項の規定により、
議会の同意を求めるものです。

計 36 件

２　同意計


